
[成果情報名]エタノール噴霧検定法によるイチゴ炭疽病の発生予察手法の開発 

[要約] エタノール噴霧検定法によるイチゴ炭疽病の潜在感染状況調査は本病発病前の感

染リスクを把握でき、発生予察手法として活用できる。 
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[背景・ねらい] 

イチゴ炭疽病は株の萎凋・枯死を招く、イチゴの最重要病害であり、特に本県の主要品

種は本病に対して弱く、防除対策に苦慮している。一方、本病については、発生予察手法

が未策定であるため、的確な発生状況が把握できず、効率的・効果的な防除に至っていな

い。このような状況を踏まえ、本病の発生予察を最も正確に行える調査の項目、時期、回

数、方法等を確立するため、茨城県、奈良県および福岡県と共同で農林水産省の「発生予

察の手法検討委託事業」に取り組んでいる。本病の潜在感染状況を調査する方法としてエ

タノール浸漬検定法（石川、2005）があるが、本法はエタノールの使用量が多く、かつ、

処理時間も長く要することから、本事業では本法を改変し、エタノール使用量が少なく、

処理時間も短縮できるエタノール噴霧検定法の有効性を明らかにする。 

 

 

[成果の内容・特徴] 

１．エタノール噴霧検定法によるイチゴ炭疽病菌の潜在感染株率は梅雨時期に上昇し、そ

の後８月から９月にかけて発病株が増加する（図１）。 

 

２．７月上旬の潜在感染株率は、９月上旬の発病株率と関連性が認められ、７月上旬のエ

タノール噴霧検定法による潜在感染状況調査により９月上旬の発病株率を予測できる

（図２）。 

 

 

[成果の活用面・留意点] 

１．７月上旬の潜在感染状況調査を行い、７月下旬から注意喚起等を行うことで８月から

９月にかけての防除対策の徹底が図られる。 

 

２．エタノール噴霧検定法の手法は以下のとおりである。 

 １）株の最下位葉を葉柄基部から採集する。 

 ２）採集葉を水道水（流水）で洗浄し、水切りする。 

 ３）葉および葉柄の表裏に 70％エタノールを十分量噴霧後、再度水道水で洗浄し、軽く

水切りする。 

 ４）28℃、湿室条件下で 14 日間静置する。 

 ５）葉、葉柄等の表面に発生する分生子塊の有無を調査する。  

 

 

 

 

 



 

 [具体的データ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※図１、２の耕種概要および調査方法は以下のとおりである。 

（現地圃場：県内４地域×３圃場（定点）） 

・調査対象品種「さちのか」および「ゆめのか」 

・高設ベンチあるいは地床栽培（雨よけ有あるいは無）・頭上潅水 

・発病調査：各地点 500 株  

・潜在感染調査：各地点 20 株の最下位葉１枚を採集し、エタノール噴霧検定に供試 
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図２ ７月上旬の潜在感染株率と９月上旬の発病株率の推移 

図１ 潜在感染株率と発病株率の推移 


